


都市農地保全を推進するための要望 

 
国は、食料自給率を向上させ、食料の安定供給を確保するとともに、消費者に安心を実感

できる食生活の実現に取り組まれております。こうした中、都市の農地は、安全で新鮮な農

産物を供給する役割に加え、地球規模で悪化する環境の保全や一時避難場所など災害時にお

ける貴重な空間として、さらには顔の見える農業への理解を育むなど、多面的機能を有する

重要な存在であります。このように、農業・農地が持つ様々な役割は、都市において一層大

きな意義があるにもかかわらず、都市の農地は相続や担い手不足に伴い減少が続いており、

憂慮すべき事態であります。このような状況において、貴省所管の都市計画制度小委員会で

は、将来の都市像の一つとして「都市と緑・農の共生」の実現を目指すべきと示され、都市

内に農地の保全が図られることが重要とされています。また、平成２５年度税制改正におい

ては、事業の継続に配慮する観点から相続税の特例措置が拡充された一方で、基礎控除およ

び税率構造が見直されたことから、依然として都市部の農業者にとって厳しい状況が続いて

います。 
我々、人口980万人超を有する都市農地保全推進自治体協議会は、都市農地が都市の良好
な環境に不可欠なものであるとの認識から、都市農地の減少を食い止め、豊かさと潤いを実

感できる都市環境を次世代に残すため、地域における総合的な調整を通じて住民の福祉を増

進する責務を有する基礎自治体の連携組織として、下記のとおり要望いたしますので、実現

に向け取り組まれるよう、お願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 都市農地（市街化区域内農地）に関係する法令や税制を見直し、都市農地が適切に保全

される政策を実施するためには、都市計画制度と都市農業の振興と一体的に進められるこ

とが必要なことから、貴省と農林水産省が一層連携を強化して取り組むこと。また、都市

計画制度小委員会の中間とりまとめをベースとして、速やかに都市農地の保全に向けた議

論を進めること。 
２ 都市計画制度の見直しにおいては、都市農地が減少している状況で、残っているすべて

の都市農地は都市住民にとって重要な役割を果たしており、貴重な存在であることを踏ま

えた上で十分に議論し、都市農地が永続性をもって確実に保全されるようにすること。 
３ 都市農地を保全するためには、農業者の経営規模拡大や、新たな担い手の農業従事、ま

た基礎自治体による市民農園の拡充などが必要なことから、市街化区域内農地においても

農地所有者が農地の貸し借りを支障なくできるようにすること。また、現行の相続税納税

猶予制度を堅持しつつ、貸し付けた農地を相続税納税猶予制度の対象とするよう、関係省

庁に強く働きかけること。 
４ 都市農地の保全に寄与する生産緑地法は基本を堅持すること。また、生産緑地地区とし

て指定できる面積要件については、自治体毎のまちづくり施策や公共施設整備方針等に基

づき、下限面積を引き下げられるようにすること。加えて、既に生産緑地地区として指定

されている農地が、収用等に伴って下限面積を下回ることとなった場合でも、残された農

地で農業生産が継続される場合は、指定を継続できるようにすること。さらに、相続税納

税猶予を受けた農地を公共事業用地として譲渡した場合に、利子税を全額免除すること。 
５ 基礎自治体が生産緑地を含む市街化区域内農地の保全を目的に農地を買い取る場合に対

する財政支援策を講じること。 


